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   第 ２ 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 

令和３年４月19日(月曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時09分休憩 

午前11時13分開議 

            午前11時51分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 令和３年度主要事業等の説明 

 報告事項 

①令和３年４月補正予算の概要につい

て 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 緒 方 勇 二 

        副委員長 西 山 宗 孝 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員  田 大 造 

        委  員 松 野 明 美 

        委  員 島 田   稔 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

         公室長 小 牧 裕 明      

政策審議監 倉 光 麻里子 

       危機管理監 岡 村 郷 司 

       政策調整監 天 野 誠 史 

    秘書グループ課長 野 中 眞 治 

    広報グループ課長 櫟 本 麻 理 

  くまモングループ課長 浦 田 美 紀 

    危機管理防災課長 柴 田 英 伸 

 総務部 

         部 長 白 石 伸 一 

  理事兼県央広域本部長 

   兼市町村・税務局長 村 上   徹 

       政策審議監 千 田 真 寿 

      総務私学局長 緒 方 克 治 

  首席審議員兼人事課長 城 内 智 昭 

  首席審議員兼財政課長 梅 川 日出樹 

    県政情報文書課長 鍬 本 亮 太 

      総務厚生課長 中 川 浩 徳 

      財産経営課長 永 松 浩 史 

      私学振興課長 橋 本 誠 也 

       市町村課長 

 兼県央広域本部総務部長 坂 野 定 則 

      消防保安課長 佐 﨑 一 晴 

        税務課長 久保田 健 二 

企画振興部 

         部 長 高 橋 太 朗 

理 事  

(球磨川流域復興担当)  

兼球磨川流域復興局長  水 谷 孝 司 

  政策審議監 厚 地 昭 仁 

地域・文化振興局長 上 田 哲 也 

   交通政策・情報局長 小金丸   健 

土木技術審議監 亀 崎 直 隆 

     情報政策審議監 島 田 政 次 

        企画課長 津 川 知 博

統計調査課長 馬 場 一 也   

首席審議員 

兼地域振興課長   

 兼県央広域本部振興部長 小 川 剛 史 

       文化企画・ 

    世界遺産推進課長 沖   圭一郎 

      交通政策課長 清 田 克 弘 

      情報政策課長 臼 井 洋 介 

         政策監 福 原 彰 宏 

         政策監 有 働 人 志 

 出納局 

  会計管理者兼出納局長 手 島 和 生 

 首席審議員兼会計課長 永 江 昌 二 

      管理調達課長 枝 國 智 一 

 人事委員会事務局 
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         局 長 青 木 政 俊 

       公務員課長 工 藤 真 裕 

 監査委員事務局 

         局 長 西 浦 一 義 

首席審議員兼監査監 伊津野 裕 昭 

 議会事務局 

         局 長 手 島 伸 介 

     次長兼総務課長 横 尾 徹 也 

        議事課長 村 田 竜 二 

      政務調査課長 板 橋 麻 里 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 松 本 淳 一 

     政務調査課主幹 西 村 哲 治 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○緒方勇二委員長 ただいまから第２回総務

常任委員会を開会いたします。 

 まず、開会に当たりまして、一言御挨拶申

し上げます。 

 さきの委員会で委員長に選任いただきまし

た緒方でございます。 

 今後１年間、西山副委員長とともに、誠心

誠意円滑な委員会運営に努めてまいりたいと

思いますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 委員各位におかれましては、御指導、御鞭

撻いただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。また、執行部の皆様方におかれまして

も、御協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 簡単でありますが、御挨拶とさせていただ

きます。よろしくお願い申し上げます。 

 続いて、西山副委員長から挨拶をお願いし

ます。 

 

○西山宗孝副委員長 おはようございます。 

 さきの委員会で副委員長に選任いただきま

した西山でございます。 

 この１年間、緒方委員長を補佐し、一生懸

命円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思

います。どうぞ、委員各位、そして執行部の

皆様には御協力を賜りますようによろしくお

願いします。大変お世話になります。 

 

○緒方勇二委員長 本日は、新型コロナウイ

ルス感染症対策として、３密を防ぐため、次

第に記載のとおり、知事公室、総務部を前半

に、企画振興部、出納局、人事委員会事務

局、監査委員事務局及び議会事務局を後半に

入れ替えて実施することとしております。 

 なお、今回は、執行部を交えての初めての

委員会でありますので、初めに執行部の幹部

職員の自己紹介をお願いします。 

 課長以上については自席からの自己紹介と

し、審議員ほかについては、お手元にお配り

しております役付職員名簿により紹介に代え

させていただきます。 

 それでは、小牧知事公室長から、役付職員

名簿の順番により、自席から自己紹介をお願

いします。 

  （小牧知事公室長、倉光政策審議監～久

保田税務課長の順に自己紹介) 

○緒方勇二委員長 ありがとうございまし

た。 

 １年間、このメンバーで審議を行いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、主要事業等の説明に入ります。 

 今回は、マスコミ等の入室についても一部

制限しており、これに対処するため、パソコ

ン等で視聴できるよう庁内に配信しておりま

すので、発言内容が聞き取りやすいように、

マイクに少し近づいて、明瞭に発言いただき

ますようお願い申し上げます。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま、簡潔にお願いしま

す。 

 まず、知事公室及び総務部の主要事業等に

ついての説明を、資料に従い担当課長から順

次お願いしますが、効率よく進めるために、
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説明は着座のまま、簡潔にお願いします。 

  

○天野政策調整監 知事公室付でございま

す。 

 資料は、令和３年度主要事業及び新規事業

の資料４ページをお願いいたします。 

 知事公室付では、重要政策調整事業として

1,600万円を予算化しております。 

 これは、知事によるトップマネジメントを

補佐するとともに、県政の重要課題に必要な

調査、調整、または事業を行うものでござい

ます。 

 知事公室は以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

 

○野中秘書グループ課長 秘書グループでご

ざいます。 

 資料の５ページをお願いいたします。 

 熊本地震犠牲者追悼式事業でございます。 

 これは、熊本地震で犠牲となられた方々へ

の追悼と復興への決意を新たにするため開催

するものです。予算額は507万円余で、４月 

14日に執り行いました。 

 なお、新型コロナウイルスの感染防止の観

点から、今年も昨年と同様、来賓を最小限と

し、総勢34人の規模で開催しました。一方

で、新たにインターネットによるライブ配信

を行い、県民への周知も図りました。 

 以上です。 

 

○櫟本広報グループ課長 広報グループでご

ざいます。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 １の広報事業でございますが、県の魅力や

特色を県内外に発信するための広報事業費と

して２億600万円余を計上しております。 

 テレビ、ラジオ、広報紙、新聞、インター

ネット、ＳＮＳなどにより、全国に向けて県

の重要な施策等の情報を発信するための事業

を実施いたします。 

 また、(6)にございますが、復旧、復興に

係る広報によりまして、５年の節目となる熊

本地震や令和２年７月豪雨災害からの復旧、

復興の状況、県の取組を県内外に発信してま

いります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 (7)でございますが、新型コロナウイルス

関連広報事業といたしまして、テレビスポッ

トＣＭや新聞紙面による県民向け広報を行い

ます。 

 ２の報道・公聴事業等といたしまして、 

800万円余を計上しております。 

 この事業では、マスコミに対して記者会見

や報道資料などによる情報提供を行う報道対

応、県政に関する提言や意見などを県民の皆

さんからいただき県政へ反映していく公聴事

業等を実施いたします。 

 広報グループの主要事業は以上でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○浦田くまモングループ課長 くまモングル

ープでございます。 

 資料の８ページをお願いいたします。 

 くまモンの年間の活動費等でございます

が、１番は、くまモンのイラストを利用した

商品等の利用許諾事務の委託事業となってお

ります。 

 ２番は、県内外での関連イベント等にくま

モン隊を出動させる経費でございます。 

 ３番は、県内イベントやＳＮＳ等で継続的

に熊本の魅力を発信する事業でございます。 

 最下段４番は、関東、関西等でのくまもと

プロモーション活動のほかに、今回新規事業

として、(2)昨年７月の豪雨災害の復旧・復

興プロモーションを実施する予定でございま

す。 

 続きまして、９ページをお願いいたしま

す。 

 ５番は、テトリア熊本ビル１階のくまモン

スクエアの管理運営の委託事業でございま
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す。 

 ６番は、くまモンの共有空間をより拡大さ

せるため、民間企業等から成るラボメンバー

でくまモンの新たな価値の創造に向けた調査

や研究を行う事業でございます。 

 ７番は、くまモンを活用した海外プロモー

ションを行うとともに、ユーチューブの「く

まモンＴＶ」を国内外に配信する事業でござ

います。 

 最後の８番は、永続的なくまモンの活動経

費を確保するための基金積立てでございま

す。 

 くまモングループは以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○柴田危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 資料の10ページをお願いいたします。 

 項目１、危機管理・防災体制の充実・強化

等について御説明いたします。 

 説明欄をお願いいたします。 

 ②防災対策事業は、防災会議の開催や総合

防災訓練の実施など、防災対策の充実強化を

行うものでございます。 

 ④九州広域防災拠点強化整備事業は新規事

業です。大規模災害時に被災者支援を迅速に

行うために、平成26年に策定した九州を支え

る広域防災拠点構想の見直し等を行うもので

ございます。 

 ⑤自助力強化推進事業は新規事業でござい

ます。災害時における県民の避難意識の醸成

や早めの避難行動の実践を促すためのマイタ

イムラインの普及を行うものでございます。 

 ⑥番、市町村防災体制・災害対応力強化支

援事業も新規事業でございます。市町村の防

災体制や災害対応力の強化のため、市町村の

連携支援、また、防災アドバイザーの派遣等

を行うものでございます。 

 説明資料の11ページをお願いいたします。 

 ⑧番、防災情報通信基盤整備事業につきま

しても新規事業でございます。防災通信回線

の多重化の検討や県有施設等の非常用発電機

の浸水対策、新たな技術を活用した災害弱者

の避難支援体制の構築等を行うものでござい

ます。 

 ⑨番、防災情報共有基盤整備事業は新規事

業でございます。災害時における情報収集手

段の多重化を図るため、ＳＮＳを活用した情

報収集サービスを導入するものでございま

す。 

 ⑩番、防災センター情報通信設備等の整備

は、新たに整備する防災センターの情報通信

設備等の整備を行うものでございます。 

 次に、項目２、デジタルアーカイブの整備

について御説明いたします。 

 こちらにつきましては、熊本地震や令和２

年７月豪雨の教訓等を残すための資料を収

集、保存するためのものでございます。 

 危機管理防災課は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○城内人事課長 人事課でございます。 

 資料12ページをお願いいたします。 

 人事課は経常的な経費が中心でございます

ので、今年度重点となる取組を２点掲載して

おります。 

 まず、項目１、熊本地震や豪雨災害からの

復旧・復興等のための組織体制の整備及び人

材の確保でございます。 

 (1)の組織体制の整備につきましては、復

旧、復興や新たな施策等の推進に必要な組織

体制の整備を進めてまいります。その際、職

員配置の重点化に向けた組織体制の見直しや

事務事業の見直しに取り組みながら、行政体

制の効率化を目指します。 

 (2)の人材の確保でございますが、昨年度

策定いたしました熊本県職員の定員管理の基

本方針に基づき、令和６年度までの４年間に

おいて、令和２年度の職員数を維持いたしま

す。新規採用者の確保に加え、任期付職員等
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の採用や他県への職員派遣の要請など、あら

ゆる手法を活用しながら必要な職員の確保を

行ってまいります。 

 次に、資料13ページをお願いいたします。 

 項目２の勤務環境の整備と健康管理につい

てでございます。 

 長期的な復興業務、新型コロナウイルス感

染症対策業務、その他県政の重要課題に職員

が全力かつ継続的に対応することができるよ

う、職員誰もが働きやすい勤務環境を整備

し、さらに長時間勤務を縮減することによ

り、職員の心身の健康維持を図ってまいりま

す。 

 具体的には、(1)の勤務環境の整備とし

て、担当業務やライフスタイルに対応し、職

員が最も効果的、効率的に働くことができる

よう、特例勤務や時差出勤、本年２月に本格

導入いたしました在宅勤務の活用など、多様

な働き方を推進してまいります。 

 あわせまして、他都道府県からの派遣職員

や任期付職員など、様々な出身地域や年齢層

から成る新たな職員を最大限に活用していく

必要がございます。そのため、各職場におい

て、本県での仕事の進め方に慣れていただく

までの積極的な助言など、仕事が円滑に進む

よう支援するとともに、他の職員と十分にコ

ミュニケーションが図れるような工夫、宿舎

の確保をはじめ、衣食住の情報提供など、私

生活も含めた目配りをしながら受入れ環境を

整えてまいります。 

 (2)の健康管理といたしましては、職員の

心身の健康を維持するため、引き続き通常業

務の見直しを進めるとともに、時間外勤務の

平準化等により長時間勤務の縮減を図ってま

いります。また、あらゆるハラスメントにつ

いて、相談体制や研修の充実等を行い、その

防止に努めてまいります。 

 人事課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○梅川財政課長 財政課でございます。 

 資料14ページをお願いいたします。 

 財政課からは、令和３年度当初予算の概要

について御説明いたします。 

 まず、予算編成の基本的な考え方について

ですが、令和３年度当初予算は、新たな基本

方針を踏まえまして、熊本地震と豪雨災害か

らの創造的復興や感染症による社会の変容を

見据えた新しいくまもとの創造に向けた予算

として編成しております。 

 当初予算の特色として、１、令和２年７月

豪雨からの創造的復興に587億円、２、新型

コロナウイルス感染症を踏まえた対応に816

億円、３、熊本地震からの創造的復興に333

億円、４、将来に向けた地方創生への取組に

69億円を計上しております。 

 これらを含む当初予算全体としましては、

前年度比667億円増の8,651億円を計上してお

ります。 

 15ページをお願いいたします。 

 参考として、平成20年度以降の当初予算の

規模を記載しております。 

 当初予算としては、熊本地震翌年度の平成

29年度に次ぐ史上２番目の規模となっており

ます。 

 次に、(3)中期的な財政見通しにつきまし

て、今後、熊本地震や豪雨災害に係る県債償

還が本格化することから、現在、令和３年度

当初予算を踏まえた中期的な財政見通しの策

定を進めております。 

 最後に、参考として、財政調整用４基金残

高の推移を記載しております。令和３年度当

初予算編成後の残高は56億円となっておりま

す。 

 財政課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○鍬本県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 資料16ページをお願いいたします。 
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 まず、１の行政文書の適正な管理でござい

ます。 

 行政文書等の管理に関する条例に基づきま

して、行政文書を適正に管理し、歴史公文書

についても適切な保存、利用を図ってまいり

ます。 

 また、今年度は、庁内の電子決裁を促進

し、行政文書をより適正かつ効率的に管理す

ることができるよう、現行の文書管理システ

ムの改修を行うこととしております。 

 次に、２の情報公開・個人情報保護の推進

でございます。 

 情報公開条例や個人情報保護条例に基づき

まして、開示請求に関する助言や情報プラザ

等を通じた県政情報の積極的な提供を行って

まいります。 

 最後に、３の公立大学法人熊本県立大学へ

の支援でございます。 

 県立大学が業務を確実に実施できるよう、

財源の一部として運営費交付金を交付するこ

ととしております。 

 通常の業務運営に必要な経費のほか、低所

得者世帯の学生の授業料等の減免や新型コロ

ナウイルス感染症対策等に加え、今年度は、

令和２年７月豪雨で被災した市町村等と連携

して、災害からの復興、地域再生を支援する

取組に要する経費についても交付を行うこと

としております。 

 県政情報文書課は以上でございます。 

 

○中川総務厚生課長 総務厚生課でございま

す。 

 資料の17ページをお願いします。 

 まず、１の庶務事務の集中処理でございま

すが、庶務事務の効率化を図るため、諸手当

認定、旅費、報酬等、事務の集中処理を行っ

ております。 

 集中処理の対象事務及び対象機関は資料の

とおりでございます。 

 次に、２の職員の健康支援でございます

が、主な事業といたしまして、各種の健康診

断やストレスチェックをはじめ、その結果に

基づく事後指導等を実施しております。 

 また、長時間勤務による健康障害の防止や

メンタルヘルス対策のため、産業医による所

属長への助言指導や職員への面接による保健

指導などを実施しております。 

 総務厚生課は以上でございます。 

 

○永松財産経営課長 財産経営課でございま

す。 

 資料の18ページをお願いします。 

 まず、１の庁舎等管理には、県庁舎や地域

振興局等の清掃や点検、修繕等の維持管理の

予算を計上しております。 

 適正な執務環境の維持を図るとともに、空

調の弾力的運用やＬＥＤ照明の導入などによ

り、エネルギー使用量の削減にも努めてまい

ります。 

 次に、２の財産の管理・活用は、平成25年

３月策定の経営戦略的視点に立った県有財産

の総合的な管理に関する基本方針、いわゆる

ファシリティーマネジメントの取組でござい

ます。 

 県有施設の集約化や未利用地の売却等に取

り組んでおり、本年度は天草総合庁舎の保健

所集約等を実施しております。 

 また、本予算には、現在建設を進めている

防災センター整備費８億2,000万円余を計上

しております。 

 最下段の庁舎等の災害復旧・機能強化に

は、熊本地震により被災した県央広域本部庁

舎建て替えに要する経費を計上しておりま

す。 

 耐災性の向上やファシリティーマネジメン

トの観点を踏まえ、先ほど説明した防災セン

ターとの合築庁舎として、令和５年２月竣工

を目指して整備を進めてまいります。 

 財産経営課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 
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○橋本私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 19ページをお願いします。 

 まず、項目１の私立学校の運営支援です

が、説明欄(1)の私立高等学校等経常費助成

費補助につきましては、私立高校、中学校の

教育条件の維持向上等のため、教員の人件費

等の経常的経費を助成するものです。 

(2)の私立学校学習指導員等追加配置支援

事業は、新型コロナウイルス感染症対策にお

いて、追加的に必要となった人材の配置を行

う学校に対し助成を行うものです。 

 項目２の私立学校の生徒・保護者の経済的

負担軽減についてですが、(1)の私立高等学

校等就学支援金事業は、私立高校生等の授業

料負担軽減のため、保護者の所得に応じ支援

金を支給するものです。 

(2)の高等教育修学支援事業は、専門学校

生の授業料等の負担軽減のため、低所得世帯

への減免に要する費用を支援するものです。

 (3)の高等学校等通学支援事業は、令和２

年７月豪雨により被災したＪＲ肥薩線の運休

により通学が困難になった生徒の通学を支援

するものです。 

 項目３の私学の魅力アップ支援及びグロー

バル人材育成につきましては、私学の魅力を

高めていくために、各学校が自ら創意工夫し

て行う取組への助成や海外進学、留学を目指

す生徒への支援を行うものです。 

 私学振興課は以上でございます。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 資料の20ページをお願いいたします。 

 まず、項目１の市町村の地方創生の推進と

行財政基盤強化に向けた支援についてでござ

います。 

 説明欄をお願いいたします。 

 (1)自治振興支援費は、市町村に対して行

財政運営等に関する助言等を行い、事務の適

正な執行及び地方自治の振興を図るものでご

ざいます。 

(2)地方創生市町村支援事業は、地方創生

や創造的復興に向けた市町村の取組を支援す

るものでございます。 

(3)市町村行政維持向上支援事業は、人口

減少社会を見据えて、市町村の行政サービス

の維持向上を検討する事業でございます。 

 (4)広域本部・地域振興局政策調整事業

は、地域が抱える課題の解決や７月豪雨災害

からの創造的復興に向けて、地域の実情に応

じて広域本部、地域振興局が取り組む事業で

ございます。 

(5)市町村との人事交流の推進は、県と市

町村との連携強化や人材育成を目的に、県と

市町村の人事交流を促進するものでございま

す。 

 続きまして、21ページをお願いいたしま

す。 

 項目２の令和２年７月豪雨及び熊本地震か

らの復旧・復興に向けた支援についてでござ

います。 

 説明欄をお願いいたします。 

 (1)被災市町村職員確保支援事業は、被災

市町村における職員確保を支援するため、全

国の自治体等に対しまして訪問要請活動を行

うとともに、被災市町村合同による任期付職

員採用試験の実施を支援するものでございま

す。 

(2)平成28年熊本地震復興基金交付金は、

熊本地震からの早期の復旧、復興を図るた

め、活用事業ごとに一定のルールを定めて交

付金を交付するものでございます。 

 項目３及び項目４につきましては、今年度

中の実施が見込まれる衆議院議員選挙と最高

裁判所裁判官の国民審査を円滑に執行するた

めの経費でございます。 

 市町村課の説明は以上でございます。 

 

○佐﨑消防保安課長 消防保安課でございま
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す。 

 資料の22ページをお願いいたします。 

 項目１の防災消防ヘリによる防災体制の充

実・強化ですが、これは、防災消防ヘリ「ひ

ばり」の運航体制の確保及び機体の維持、整

備を行うものでございます。 

 次の項目２の消防力強化の推進ですが、将

来にわたり市町村の消防体制強化を推進する

ため、消防力強化推進計画に基づく消防指令

の全県下での共同運用の推進や消防団員の加

入促進等に取り組むものでございます。 

 項目３の消防学校の機能強化ですが、消防

学校の教育訓練用の資機材の整備や消防職員

の技能向上のための訓練棟の建て替え等、実

践的訓練施設の整備を行うものでございま

す。 

 消防保安課は以上でございます。 

 

○久保田税務課長 税務課でございます。 

 資料23ページをお願いいたします。 

 項目１の県税収入の確保についてでござい

ますが、令和３年度の県税収入につきまして

は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

よる企業収益の悪化や消費の低迷等により、

個人県民税、法人県民税、法人事業税、地方

消費税、不動産取得税等の減収が見込まれ、

令和２年度当初予算額を約154億円下回る1,4

67億円余と見込んでおります。 

 新型コロナウイルスの影響を受けられた方

や熊本地震、令和２年７月豪雨により被害を

受けられた方々等に配慮しつつ、県税収入の

確保に向け、適正かつ公平な賦課徴収に取り

組んでまいります。 

 次に、項目２、ふるさと納税の取組展開に

ついてでございます。 

 ふるさと納税制度は、生まれ育ったふるさ

とに貢献できる制度であるというだけではな

く、熊本地震や昨年の豪雨の際には本県への

寄附金額が急増しましたように、災害時にお

ける被災地への支援の手段としても活用され

ております。 

 御寄附いただいた皆様へのフォローアップ

にしっかりと取り組み、本県への継続的な支

援につなげていくとともに、返礼品の充実等

により新たな寄附者の獲得に努めてまいりま

す。 

 税務課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○松野明美委員 人事課にお尋ねをいたしま

す。 

 13ページの職員の勤務環境の整備というこ

とで、長時間勤務の縮減を図るとか、そうい

うふうに書いてありますけれども、私、１月

の末に、早朝といいますか、夜中といいます

か、３時ぐらいにちょうど県庁のところを車

で通ったときに、県庁の電気がかなりついて

いまして、こんなにも忙しいのかと思ってち

ょっとびっくりしたことがございました。ま

あ、忙しいのか、だらだらやっていらっしゃ

るのかよく分かりませんが、それも日曜日の

早朝だったものですから特にびっくりしたん

ですが、この辺りは仕事とかをされているの

かどうかちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○城内人事課長 県庁の明かりが結構遅くま

でついているというのは、割と恒常的に見ら

れる風景なのかなと思いますけれども、現在

の状況で一つ申し上げますと、コロナの関係

で、特に健康福祉部を中心に、患者の発生と
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合わせていろいろ対処する必要がございます

ものですから、そういった関係で時間関係な

く業務が必要というふうな事情はございま

す。 

 そのほかにも、時期なり業務の都合等で夜

中に及ぶ場合も確かにございますので、つい

ていた明かりがどこの階なのかというのはよ

く分かりませんが、何がしかの事情があって

業務の対応をしていた形なのかなというふう

に推察いたします。 

 

○松野明美委員 特に平日ではなくて日曜日

の早朝だったものですから、何か休みもなく

勤務をされているのかなと思ってびっくりし

たところでございます。 

 やはりストレスとかたまってしまいますの

で、そういうところは、せめて日曜日のお休

みの日ぐらいはゆっくり休んでいただきたい

なと議員ながらに思ったところでございます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○ 田大造委員 ２点ありまして、まず、10

ページの新規事業の５番、マイタイムライン

の普及を行うということですが、しっかりや

っていただきたいと思いますが、県内でも危

険なエリアというのは絞られてくるとは思う

んですが、どういう形でエリアを絞ってこう

いう活動を普及していくのか、広く全てを対

象とするのか、ちょっとその辺の事情をお聞

かせください。 

 それともう一点が、今度は12ページです。 

 人材の確保の観点からなんですが、コロナ

禍で就職活動、学生を中心に非常に苦戦して

いるというニュースとか話はあるんですが、

むしろこういうときには学生の新規採用を増

やしたほうがいいんじゃないかなとか個人的

には考えているんですが、どうなっているの

か。 

 それと、国家公務員の上級試験が、５年連

続だかなんだか応募者が減少していると。熊

本県は、政令市を抱えることになったんです

が、県の人材確保という観点からどういう状

況なのか、人材は本当に取れているのか、倍

率とかその辺を教えていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○柴田危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 １点目のマイタイムラインについて、県内

エリアを絞るのか、全域を対象とするのか、

その辺りをということの御質問についてお答

えいたします。 

 このマイタイムラインにつきましては、県

全域を対象に取組を行うこととしておりま

す。その理由としましては、きっかけとしま

しては昨年度の豪雨災害ではございますけれ

ども、昨年度の豪雨災害におきましても、県

北のほうでも被害出ております。また、阿蘇

のほうでも被害出ております。今、線状降水

帯等、どこに発生するか分からないような状

況でございますので、そちらを考えますと、

全域で対応すべきであると考えております。 

 また、このタイムライン、通常水害を対象

としたものが多いんですけれども、今回、本

県におきましては、地震あるいは台風、こう

いったものも見据えたタイムラインを策定す

るようにしております。そういった観点から

も、全県域で実施をしていきたいと、進めて

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○城内人事課長 人事課でございます。 

 まず、人材の確保につきまして、採用の人

数、新規採用を増やしてはというふうなお話

でございます。 
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 この点につきましては、12ページに載せて

おりますが、令和２年度の状況で申し上げま

すと、いわゆる正規の職員4,112人に対し

て、地震対応ということで任期付職員を106

名含めたところで4,218という数を今後４年

間は維持するというふうな形にしておりま

す。 

 この任期付職員というのは、基本的に地震

等に対応するための職員でございまして、熊

本地震対応業務の簡素化につれて数が減って

いく部分をほかで補うというふうな形にして

おります。 

 それで、正規職員の採用というのは、基本

的に退職者をベースに、やはり１人増やすだ

けで生涯数億円の出資という形になりますの

で、そこは慎重に取り扱いつつ、必要な人員

については、そういった任期付職員の活用も

含めて、この数を維持していこうというふう

な計画でございます。 

 それから、採用試験の状況でございますけ

れども、委員おっしゃるように、本県におい

ても、なかなか予定していた人員の確保とい

うのが難しい状況が続いておりました。 

 本年度の試験につきましては、現在、人事

委員会のほうで募集を行っているところでご

ざいますけれども、昨年度に関してだけ申し

上げますと、実は国家公務員の採用試験の日

程が通常よりも遅くなったというふうな関係

もあるのかというふうに推察いたしますが、

例年に比べて併願による辞退も少なく、割と

予定どおりの人員が確保できたところでござ

います。 

 ただ、本年度は、試験日程も国のほうも通

常どおりに戻るようでございますので、人員

の確保に向けていろいろ、まず応募していた

だく方を確保しようということで、関係部

局、いろんな呼びかけを行っているところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○ 田大造委員 了解しました。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○髙野洋介委員 先ほど城内課長の説明でち

ょっと私疑問に思ったんですけれども、そも

そも今県庁の職員が、コロナと災害を除い

て、通常の分で人は足りているのか、足りて

ないのかというのと、コロナでこういうふう

な状況になったプラスこういう災害が起きた

ということで、それを踏まえて、人が足りて

いるのか、足りてないのかをちょっとお尋ね

したいんですよね。 

 

○城内人事課長 なかなかそこは難しい質問

でございます。 

 足りている、足りてないという議論に関し

まして言うと、確かに委員おっしゃるよう

に、業務自体が、災害ですとかコロナですと

か、そういった関係で膨れ上がっている部分

はございます。一方で、ふだんの取組とし

て、業務の効率化というのは目指していく中

で、明らかにこの御時世で職員数を増やす状

況にあるのかというと、そうではないという

ふうに考えております。そこは先ほどの説明

で申し上げたとおりでございまして、ただ、

一年一年を乗り切るにあたり、現在の状況を

鑑みた場合に、突発的な業務等が増えている

というところがございますので、そういった

点に関しては、ほかの県から応援をいただく

ですとか、任期付職員を追加で採用するです

とか、あるいは会計年度任用職員を活用する

等のいろんな方策を用いながら職員を確保し

ていこうというふうにしているというのが実

態でございます。 

 

○髙野洋介委員 さっきからずっと答弁を聞

いていて感じるのが、もう増やさないありき

で議論しているんじゃないかなというふうな
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感じを受け取るんですよね。 

 で、話を聞くと、ある職員は、残業が何十

時間、100時間を超える残業で、残業代だけ

で100万円とかになるような方もいらっしゃ

る。片一方は、残業が全くなく定時に帰られ

るという職員もいらっしゃる。その濃淡とい

うのは、私、十分分かります。ただ、肌感覚

として、職員さんが足りてないんじゃないか

なというのを感じるんですよ。 

 ですから、もう一回そこは洗い直して、前

の人員よりも増やしたらいかぬというんじゃ

なくて、どういうふうな効率化をしたらここ

に人が要らなくなるよねと、そして、きちん

とそこで、ここに人が要る、トータルやっぱ

り人が足りないよねというふうな話になった

ら増やすというふうな形にしていかないと、

もう結果ありきで人員は増やさないというふ

うなことじゃなくてしていかないと、やっぱ

り県庁の職員さんも一人一人、人材は財産で

すから、そこはしっかりやっていかなければ

いけないし、これから多分どんどんどんどん

いろんな物事が出てくると思います。国の政

策によって県の施策も変わる部分がある、そ

こでまた職員の手当てもしなきゃいけないと

いうことで、非常に皆さん方が悩んでいるの

も分かりますけれども、そこをしっかり今後

やっていく必要があると思いますので、そこ

は一回総務部として考えていただきますよう

に、私、要望しておきます。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○島田稔委員 広報グループにちょっとお尋

ねしたいんですが、ここに広報事業として、

テレビ、ラジオによる広報、それから、広報

紙、新聞による広報と書いてあります。 

 ちょっと申し上げたいことは、私は荒尾市

なんですけれども、県境に位置しているため

にテレビが福岡から入ってくる、熊本は入ら

ないと。したがって、いわゆる新聞あたり

も、テレビ欄が欲しいために熊本版じゃなく

て筑後版を読まれとるわけですよ。それで、

朝日新聞、読売新聞、毎日新聞あたりは全国

紙ですから、いろんな地域版持っていますか

ら、それが届いておると。テレビにしても、

福岡の民間の放送だったら、ローカルニュー

スが福岡なんです。したがって、１年前の知

事選挙も、今知事選挙ありよるとですかとい

うのが実態なんですね。 

 ですから、これを僕は12月の一般質問のと

き、ちょっとこの問題について取り上げよう

かなと思ったんですが、ちょっと問い合わせ

たら、電波関係は全て国なんだと、県はあん

まり関係ありませんと。 

 ただ、私としては、そういう実態が地域に

あるわけですから、県もちょっと腰を上げ

て、総務省なりにこういう地域の問題解決の

ためにはどうかでけぬかというぐらいのこと

はしていただきたいなと思ったものですか

ら、そこら辺をちょっと思ったところです。 

 そういった流れできましたから、やっぱり

投票率の低下も荒尾市は熊本市並みに低いん

ですね。これも一つの原因かも分からない。

それで、やっぱり郷土愛を育むというか、そ

ういう意識に――どうしても経済圏が福岡を

向いていますから、そこら辺をどう解決して

いくのか、そこら辺何かあれば意見をお聞か

せいただきたいなと思うんですが。 

 

○緒方勇二委員長 島田委員、これは広報グ

ループ課長に答弁求めますか。 

 

○島田稔委員 よければ。 

 

○櫟本広報グループ課長 先生、情報と申し

ますか、ありがとうございます。 

 実際に県境でそうした状況にいらっしゃる

ということ、それは十分にやはり我々も現状
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としては把握すべきだろうなと思いますし、

先生も御指摘のように、国との関係もござい

ますので、そこはまた現状を踏まえたところ

で、もしやれることはどういうことがあるの

かというところを検討する必要があるのでは

ないかなというふうには思います。 

 ただ、すみません、今は全然その辺の情報

というのを、確認をこれからするという段階

ですので、また確認した後先生に情報を御提

供する、そして意見交換させていただく。 

 今の実情というのは、おっしゃるとおり、

やはり住民の方にとっては、情報が入らない

というところで非常に御不便をおかけしてい

るわけですから、そこは無視できないことで

あるというふうに私も思います。御意見いた

だきましたので、そこは真摯に検討してまい

りたいと思います。ありがとうございます。 

 以上でございます。 

 

○島田稔委員 よろしくお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○ 田大造委員 19ページの３の(1)なんで

すが、海外チャレンジ推進事業についてで

す。 

 過去に私、これに関する質問を議会でした

んですが、御承知のとおり、コロナ禍で海外

留学等はほとんどできない状態が続いている

と思っているんですが、ただ、県の税金を使

っている県独自の、もうほぼ独自の事業なん

ですが、展望というか、税金を投入するのは

本当に、個人に投入するわけですから、見直

すというか、そういうのも必要になってくる

とは思うんですが、コロナ禍でどういうふう

になっているのか、教えてください。 

 

○橋本私学振興課長 私学振興課です。 

 この事業につきましては、確かにコロナの

状況で、昨年度の受講生の中で海外進学を見

合わせているという状況でございます。 

 今後の展望ですけれども、この事業は、通

常の学校の授業等ではなかなか習得ができな

い、そういった海外にチャレンジするための

高度な研修ですとか講義、そういったものを

受けられるということで、要するに夢を持っ

て海外にチャレンジしたい、そういう生徒の

希望や夢を支援するという事業でございます

ので、確かに今コロナの関係で少し海外に出

にくいということはございますが、その後収

束すればまた海外のほうにもチャレンジして

いただくことになりますし、昨年度受講され

て見合わせている生徒さん方も、コロナの収

束後はまた海外に進学を引き続き考えたいと

いうことでございますので、多くの学校、生

徒に、海外に目を向けて、世界で活躍できる

ような人材に育っていただくというようなこ

とで、この事業は活用していきたいというふ

うに思っております。 

 以上です。 

 

○ 田大造委員 議会の一般質問でも私知事

に指摘したんですが、やっぱり税金ですの

で、希望者全員を対象にするというのは本来

ちょっとどうかなというふうに個人的には思

います。日本の大学だってあるわけですか

ら、その学生に、なら何か税金投入しますか

という話になるわけで、海外だからお金出し

ますよというのはちょっと違うんじゃないか

なというふうに思います。 

 コロナ禍でちょっと実績というのも知りた

かったんですが、本当に止まっているんだっ

たら、事業自体をちょっと停止するとか、見

通しがつかないわけですので、例年どおりの

予算をただ漫然と消化するというんだった

ら、やっぱり税金を払う県民にとってはちょ

っと待ってよという話になりますので、その

辺ちょっと厳しくお願いします。 

 実績、保留している方の数とか、実際に留
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学した方が昨年度いるんだったら、教えてい

ただけますか。 

 

○橋本私学振興課長 コロナで見合わせてい

るという方は、私たちが把握しているのは、

２名進学を見合わせているという方がおられ

るということで聞いております。 

 海外進学につきましては、今年の１月にお

１人渡米されております。進学されておりま

す。今年７月に、昨年度の受講生の方がカナ

ダのほうに進学される予定ということで今な

っております。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員 今 田委員の発言を聞きな

がら思い出していましたけれども、過去にも

一般質問、それから、あれは決算委員会でし

たっけ、 田委員が御質問して、私がそれに

反論する話をしたのを思い出しまして、反論

というか、ここだけはちょっと、日頃は仲い

いんですが、ここだけはちょっと意見が違う

ところなので、あえて発言をしておきます

が、私は、我々、その政治や行政の大きな役

割の中に、次の世代の人材を育成するという

ものがあるかと思います。そういう観点から

見たときに、やっぱりやる気のある子供たち

に夢を与えるという事業では、大変効果的な

事業だというふうに思います。 

 ただ、 田先生が御指摘なさったように、

今コロナ禍で非常に先行きが不透明で、こう

いう状態がいつまで続くか分かりませんの

で、今までどおりの事業というよりも、しっ

かりそこは状況を見極めながら判断をしてい

くということが大切だというふうに思います

が、過去にも海外に行って帰ってきて活躍し

ている子供たちもたくさんいるようでござい

ますので、こういった事業は、やっぱり夢を

与えるという点では、引き続き実施をしてお

いてほしいという意見を申し述べさせていた

だいておきます。 

 以上です。 

 続いて、いいですか、別口で。 

 

○緒方勇二委員長 どうぞ。 

 

○溝口幸治委員 財政課、それから税務課の

御説明を聞きながら、歳入の確保をどう図っ

ていくかというのが大きなテーマだというふ

うに感じています。 

 熊本地震に続く２番目の規模の予算編成を

していただいたと、コロナの給付金等も活用

しながら、しっかりと地方創生の予算とかも

活用しながら、しっかり予算編成はやってい

ただいておりますが、税収を見ると、非常に

厳しい状況になっていると。 

 政権が代わってから、まあ厳しい厳しいと

言いながら右肩上がりの状態というか、税収

は減ることはなく順調に伸びてきたというふ

うに思っていますが、このコロナ禍になって

非常に厳しい税収になっていると。しかも、

これから先も、今年税収が回復するような兆

しというのは今のところ全くないので、さら

にやっぱり厳しくなるんじゃないかというふ

うに思っています。 

 そういう中で、歳入をどう確保するかとい

う点で、財政課長は、いろいろ国のことも含

めて、どういう見通しを持っていらっしゃる

のかというのをお聞きしたいのと、税務課

に、ふるさと納税の話がありました。被災さ

れた自治体は、ふるさと納税、本当に全国の

皆さん方からありがたく頂いたところです

が、このふるさと納税、そして、ふるさと納

税企業版というのが新しく出ていますが、こ

れってやっぱり積極的に仕掛けて取りに行く

というか、もらえる財布をしっかり確保して

おくということが大事だというふうに思いま

すが、その辺り今日の説明ではちょっと、ふ

るさと納税、企業版も含めて、企業版、ひょ

っとしたら担当違うのかもしれませんが、そ

こも含めてちょっと教えていただければとい
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うふうに思います。 

 

○梅川財政課長 財政課でございます。 

 先ほど税務課からの説明もありましたよう

に、税収の見込みについては、非常に厳しい

状況だと認識しております。 

 ただ、当初予算の編成に当たりまして、歳

入面では、地方財政計画におきまして、地方

交付税や臨時財政対策債などを含めた一般財

源の総額では、前年度を上回る水準が確保さ

れております。したがいまして、その点も踏

まえて予算を編成したところでございます。 

 また、歳出面におきましても、選択と集中

の観点から徹底を図りまして予算を編成し

て、何とか令和３年度の予算は編成できたと

いうふうに認識しております。 

 以上です。 

 

○久保田税務課長 税務課でございます。 

 ふるさと納税の取組についてでございます

けれども、先ほども簡単に述べさせていただ

きましたけれども、まず１つは、既に寄附し

ていただいた方々、この方々に、まあリピー

ターと言うと失礼な言い方になるかもしれま

せんけれども、継続的に本県に対して支援し

ていただく必要があると思っておりまして、

そちらにつきましては、１年の中で、使途事

業報告書といいまして、どういった事業にふ

るさと納税を使わせていただいたかというよ

うなものを冊子にしてお送りしたり、あるい

は夏場、あるいは今年ですとお正月にも寄附

者の方々に寒中見舞いという形でお手紙をお

送りして、継続的な支援をお願いしていると

いうことでございます。 

 それからもう１点、それだけでは広がって

いきませんので、新規の寄附者の取組といた

しましては、返礼品を充実させていただくと

いうのも一つの効果的な方向かなと思ってお

りまして、なかなかいい返礼品を探すという

のは税務課だけで限界がある部分もあります

ものですから、昨年度からは観光戦略部と一

緒になりまして、そういった新しい返礼品の

選定等は、県のマーケティングに取り組んで

いる観光戦略部の力も借りながら、そういっ

た返礼品の見直し等も行っております。そう

いった形で、リピーターの確保、それから新

規の寄附者の確保というものには取り組んで

いきたいと思っております。 

 企業版につきましては、委員御指摘のとお

り、企画振興部のほうですみ分けてやってお

りまして、ただ、企画のほうでも、積極的に

企業さんのほうにはＰＲ等したりしながら取

り組んでいるという状況でございます。 

 

○溝口幸治委員 それぞれありがとうござい

ました。 

 ふるさと納税企業版は、企画振興部が担当

ということですね。しっかりそこも財布をい

っぱいつくって、頂くような形をぜひ進めて

いただきたいというふうに思います。 

 その上でもう１点ですが、そうやって県も

財政的に厳しいんですけれども、市町村も、

特に災害に遭った、もちろん熊本地震で災害

に遭ったところも、これから償還が始まった

りということで非常に厳しいという状況で、

県からもまだいまだに熊本地震のところ、そ

れから昨年の豪雨災害のところ、人をたくさ

ん出していただいていると思いますが、その

辺りの市町村とのやり取り、市町村の要望の

何％ぐらいを県としてうまくカバーができて

いるのかというのが分かれば教えていただき

たいと思いますし、これは後ほどで結構です

けれども、それぞれの県内の市町村にどれぐ

らい人を出されているというのが分かればで

すね。その資料は後ほど頂きたいと思いま

す。 

 

○緒方勇二委員長 後ほどでよろしいです

か。 
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○溝口幸治委員 資料はですね。状況的には

どうなのか。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 災害関係の、今、中長期派遣ということ

で、１年を超えるような派遣を熊本県あるい

は県内外の自治体のほうから来ていただいて

支援をしていただいている状況でございま

す。 

 今のところ、熊本地震分とそれから昨年の

豪雨災害分、合わせましてどれぐらい必要か

ということを市町村のほうから照会を取っ

て、それを基に県外の自治体あたりに職員確

保のお願いをしているというところでござい

ます。 

 昨年度の要望としましては、全体146人ぐ

らいの方を県のほうに必要だということで今

伺っておりまして、このうち82名の方につい

ては、これは熊本県職員を除く部分でござい

ますけれども、確保していただいているとい

うふうなところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○溝口幸治委員 ありがとうございました。 

 そうなると、市町村からすると大変ありが

たいんですけれども、県も足りないからよそ

からいただく、そして、市町村も足りないか

ら市町村に出す、さっきの人事課長の答弁で

は、増やす必要はないというところが、我々

の肌感覚というか、現場で今、熊本地震もそ

うですけれども、豪雨災害の現場を見てい

て、市町村職員もいっぱいいっぱい、県から

も優秀な人がどんどんどんどん入ってきてく

れて、ジャッキアップして市町村を守り立て

ていただいているという中で、何か本当にそ

れは大丈夫なのかなというのがありますの

で、まあ見直しながらという話もありました

から、またそこは何か次の機会にも議論させ

ていただきたいと思います。 

 いいです。答弁は。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○松野明美委員 関連で、税務課のほうに。 

 私も12月の一般質問のほうで、福祉事業所

の製品をぜひふるさと納税の返礼品にしてい

ただきたいというような質問をさせていただ

きまして、それから約４か月ほどたった現

在、それから非常に頑張っていただきまし

て、18事業所、60品目ほどの福祉事業所の製

品を返礼品に加えていただいたということ

で、健康福祉部との連携もやっていただいた

ようで、非常にうれしく思っております。あ

りがとうございます。 

 ただ、やはり、私がぜひ言いたいことは、

やはりコロナ禍で、福祉事業所のなかなか売

上げが上がらないというのをぜひ返礼品にし

ていただいて、後押しをしっかりしていただ

いて、障害者の方々にやる気を起こしてもら

う、また、売上げを上げてもらうというのが

私の最終的な目標でありまして、これをぜひ

アピールしていただきたいというふうなこと

を希望したいと思っております。 

 寄附をしていただいた方が、その製品が届

いて非常に喜んでいただく、これが一番の大

前提だと思いますが、やはり希望してもらっ

た製品をどんどんとこの事業所で作っていた

だく、そして、活気が湧いてまたやる気を障

害者の方々が出してもらうというのが私自身

の非常に目的でありますので、今現在コロナ

禍で何が返礼品として希望されるものが多い

のかとか、そういうアイデアの提供なども、

ぜひ県としてやっていただければなと思って

おるところでございます。 

 その一般質問の中でも、非常におもしろい

返礼品ということで、お墓参り代行というこ

とを発言させていただきました。コロナ禍で

なかなかふるさとに戻れない方々が、自分の

代わりにお墓のお掃除とお墓参りをやってい



第２回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（令和３年４月19日) 

 - 16 - 

ただくということで大好評だということをお

聞きしまして、そういうような面白いアイデ

アとかもどんどんと福祉事業所等に伝えてい

ただきますと、もっともっと面白い返礼品が

できてくるかなと思っております。そのとこ

ろをちょっと一言お願いしたいんですが。 

 

○久保田税務課長 税務課でございます。 

 先ほど委員からもありましたように、12月

議会で御質問いただいて、その際に総務部長

から答弁させていただきまして、就労系の事

業所の製品について、ふるさと納税の返礼品

として取り扱うように取り組んできたところ

でございます。 

 健康福祉部と一緒に協力しながら、１～２

月に事業者向けに公募をさせていただきまし

て、結果的に20施設、59品目の応募がありま

した。 

 ただ、単にその施設のほうで仕入れただけ

の製品とか、そういったものもありましたも

のですから、そういったところはちょっとお

断りして、結果的には18施設、53品目を４月

から返礼品として扱わせていただいていると

いう状況でございます。 

 まだ４月からスタートしたばかりですの

で、まだ実績というのは、ほかの返礼品も含

めて、ほとんど上がってないという状況では

ございます。 

 そういう中で、今後どういった形、まあ返

礼品の見直しというのは、毎年度毎年度ロー

リングしながらいろいろ見直していっている

ところでございます。 

 現状を申し上げますと、本県の場合です

と、人気があるのがデコポンですとかあるい

はあか牛といった、やっぱり食品系が多いん

ですけれども、御指摘がありましたように、

どういった、何か他県の事例とかそういった

のも踏まえながら、どういう返礼品が新しい

といいますか、今のニーズにマッチしている

のかというあたりは、しっかり検討してまい

りたいと思っております。 

 

○松野明美委員 お願いします。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○岩下栄一委員 危機管理防災ですかね。震

災の記憶を末永く後世にということで、震災

遺構というのが盛んに言われていろいろ充実

されているようでありますけれども、この間

ちょっと私感じたのは、新阿蘇大橋を見に行

って、それでちょっと上流に前の大橋の倒壊

した部分がそのままにされていて、震災遺構

にするということであったけれども、ただ、

多くの人が見よってから、いろいろ言いよる

声が聞こえたんです。あがんとを残しとかな

んとかなとかあるいは嫌な記憶がよみがえる

とか、残しておく意味がどこにあるのかな

と、あの壊れた橋をですね。いろんな声があ

ったですよ。それから、新聞投書にも何かあ

ったような気がする。 

 で、この震災遺構の中でも、残しておいて

いいのがいっぱいあるけれども、あの橋を残

す意味は何かあるんですかね。 

 

○柴田危機管理防災課長 震災遺構の保存と

いうことに関しましては、震災ミュージアム

ということで観光のほうで今執り行っており

まして、当方のほうでそちらのほうの評価は

しておりませんのでお答えできませんが、ア

ーカイブという事業を当方でやっておりま

す。それは、記憶を残すということで、物で

はなく、写真であったり、記録であったり、

そういったものを残して後世に伝えていくと

いうような取組はやっております。 

 今度の資料の11ページにも書かせていただ

いておりますけれども、その視点で申します

と、やはり大きな災害等につきましては、時

間の経過とともに、多くの全国的な視点で見
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ますと、記憶から薄れていくというようなと

ころがございます。 

 ただし、この大きな災害につきましては、

やはり全国的に今頻発しているような状況で

ございまして、やはり忘れてはならないとい

うことを強く思っております。そういった意

味でも、やはり人によっては心に痛む部分も

あるかと思いますけれども、そういったもの

を教訓として災害に備える、そういった取組

を進めていく、また、その物が記録として残

ることで、今時点では分からないその対応方

策、そういったものが時間の経過とともに明

らかになる場合なんかもあるかと思っており

ます。 

 そういった点も含めて、当方では、アーカ

イブ、記録写真、文章、あとは首長さん方の

インタビューであったり、そのときの心持ち

であったり、そういったものを残させていた

だいております。現地で被災された方の声、

そういったものをアーカイブの中に残させて

いただいております。そのことで、今後の防

災力の向上、災害対応力の向上、また、防災

に備える県民、また、みんなの心の育成、醸

成という意味合いから、残させていただいて

いるというところでございます。 

 以上です。 

 

○岩下栄一委員 デジタルアーカイブはいい

考えだと思うんですよ。映像で残すとかね。

見たい人が見たいときに見るということなら

いいけれども、あの阿蘇大橋の残骸は、私、

これは個人の感想だけれども、感じ悪かった

ね。やっぱり阿蘇は観光地ですからね、今か

らは。南阿蘇辺りは大きな観光地になるか

ら、あの残骸は見るに忍びないという空気が

強かったですよ。だから、どこが担当するか

分かりませんけれども、また善処していただ

きたいと思います。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○島田稔委員 資料の15ページ、財政課長に

ちょっと見解をお聞きしたいんですが、一番

下に財政調整用４基金残高の推移とありま

す。近年では、平成27年に106億、ただ、翌

年の熊本地震でゼロになったと。今回、令和

２年もゼロになって56億と。 

 私も市議会に長くおったのですが、例えば

荒尾市の場合、一般会計の当初予算が250億

ぐらい、それでも財政調整基金は35億ぐらい

持っています。これは、やっぱり県下の自治

体についてはどこもそうなんでしょうけれど

も、一般財源の不足の折にはいつでも取崩し

ができる、非常に大切な基金なんですね。 

 したがって、数年前に麻生財務大臣が、全

国の自治体の財政調整基金が過去最高額にな

っとると、したがって、国は借金をして地方

に回しとるのに、交付税を今度減らすという

ことで、総務省とちょっと対立関係になった

ということの話もあったんですが、要は、例

えば県内の自治体の財政基金から比べれば、

非常に僕も県議会に来て少ないなと思ったの

が第一印象でした。ただ、今回もゼロにはな

ったんですが、一般行政費や県の単独の投資

のマイナス20％シーリング、ちょこっと小手

先で50億ぐらいぽんと基金が生まれてくる、

これはやっぱり県下の市町村にはできないこ

となんですね。 

 そういう意味では、本来は、県の財政規模

からすれば、500億円以上は４基金持っとか

ないかぬはずなのになと思うんですが、そこ

ら辺のちょっと理解できぬ部分もありますの

で、ちょっとお尋ねしたいと思うんですが。 

 

○梅川財政課長 財政課でございます。 

 財政調整用４基金でございますが、過去、

県のこの４基金残高につきましても、一番多

いときは1,000億円を超えていた時期もござ

います。その後、大規模投資などもありまし
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て、年々減ってきていると。現状では、島田

委員御指摘のとおり、大体80億円から100億

円ぐらいの幅で推移してきているという状況

でございます。 

 全国的にどれぐらいの財調基金があればい

いかという、客観的な指標のようなものはご

ざいませんけれども、熊本県の場合、県の財

政面におきましては、県の標準財政規模が約

4,000億円程度でございますので、標財規模 

の５％程度、200億円ぐらいはできれば確保

したいということで取り組んできている状況

でございます。 

 ただ、その200億円にももう10年以上届い

てないわけでございますが、この財政調整用

４基金の残高を増やすことを最優先でやりま

すと、歳出面で必要な事業が予算組めなかっ

たりする場合もありますので、そこは、特に

災害対応とか緊急事態の場合にはやっぱりち

ゅうちょなく必要な施策を打っていく必要も

ございますので、そこは４基金の残高の確保

と必要な事業はきっちりやっていくというと

ころのバランスを取りながら、県は財政運営

をやってきているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○島田稔委員 分かりました。 

 やっぱり小さな自治体は、災害とか緊急事

態のときはこれが頼りなんだと、したがっ

て、私も長いこと見てきましたけれども、や

っぱり１億、２億積み上げるのに、行財政改

革をやりながら、新規事業を抑制して、もう

血のにじむような思いでやっぱり積み上げて

きとる、これが県下の自治体のありようじゃ

ないかなというふうに思っていますので、県

のほうも、事業の選択と集中、これは徹底し

ながら積み上げていただく努力も一方じゃ必

要かなと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○橋本私学振興課長 すみません、１点ちょ

っと修正をさせていただければと思います。 

 先ほど 田委員の海外進学の御質問の件

で、答えを少し修正させていただきます。 

 昨年度、海外進学が決まられたのが５名お

られます。いずれも、今、こちら日本のほう

でオンラインで授業を受けられていると。そ

のうちの２名が、先ほど言いましたように、

１名が既に渡航をされていると、１名が、具

体的に７月に渡航が決まっているというよう

なことで、進学は５名、そのうち渡航をされ

ている、決まっている方が２名ということで

ございます。 

 申し訳ございません。修正させていただき

ます。 

 

○緒方勇二委員長 次に、その他に入りま

す。 

 執行部から報告の申出が１件あっておりま

す。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○梅川財政課長 財政課でございます。 

 別紙で１枚お配りしております報告資料を

お願いいたします。 

 令和３年度４月補正予算の概要でございま

す。 

 新型コロナウイルス感染症への対応に必要

な予算といたしまして、４月16日に知事専決

処分により予算化させていただいたものでご

ざいます。 

 次の議会に専決処分の報告・承認議案とし

て提出することになりますが、本日は、その

概要を御報告させていただきます。 

 主な内容として、(1)感染症の拡大防止と

して、ワクチンの円滑な接種を進めるための

体制整備に係る予算、7,300万円を計上して

おります。 
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 また、(2)県民生活・県経済への影響の最

小化として、低所得の子育て世帯への特別給

付金や生活福祉資金の貸付原資の増額、技能

実習生をはじめとした外国人材の受入れに係

るかかりまし経費の支援、国の補助事業を活

用した県内旅行への助成に係る予算、80億9,

300万円を計上しております。 

 ４月補正全体では81億6,700万円の増額補

正となり、補正後の予算額は8,732億8,100万

円となります。 

 以上が４月補正予算の概要でございます。

よろしくお願い申し上げます。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 最後に、その他で委員か

ら何かありますか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、しばらくお待ちください。 

 ここで、５分間休憩いたします。再開は、

11時15分。 

  午前11時９分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時13分開議 

○緒方勇二委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 説明員の入替えがあっておりますので、改

めまして一言御挨拶申し上げます。 

 さきの委員会で委員長に選任いただきまし

た緒方でございます。 

 今後１年間、西山副委員長とともに、誠心

誠意円滑な委員会運営に努めてまいりたいと

思いますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 委員各位におかれましても、御指導、御鞭

撻をいただきますようよろしくお願い申し上

げます。また、執行部の皆様方におかれまし

ても、御協力のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 簡単でありますが、御挨拶とさせていただ

きます。 

 続いて、西山副委員長から挨拶をお願いし

ます。 

 

○西山宗孝副委員長 同じく、さきの委員会

で副委員長に選任いただきました西山でござ

います。 

 今後１年間、緒方委員長を補佐し、円滑な

委員会運営に努めてまいりたいと思います。

委員各位、執行部の皆様におかれましては、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○緒方勇二委員長 今回は、執行部を交えて

の初めての委員会でありますので、初めに執

行部の幹部職員の自己紹介をお願いします。 

 企画振興部、出納局、人事委員会事務局、

監査委員事務局及び議会事務局の順に、課長

以上については自席からの自己紹介とし、審

議員ほかについては、お手元にお配りしてお

ります役付職員名簿により紹介に代えさせて

いただきます。 

 それでは、高橋企画振興部長から、役付職

員名簿の順番により、自席から自己紹介をお

願いします。 

  （高橋企画振興部長、水谷理事～板橋政

務調査課長の順に自己紹介) 

○緒方勇二委員長 ありがとうございまし

た。 

 １年間、このメンバーで審議を行いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、主要事業の説明に入ります。 

 今回は、マスコミ等の入室についても一部

制限しており、これに対処するため、パソコ

ン等で視聴できるよう庁内に配信しておりま
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すので、発言内容が聞き取りやすいように、

マイクに少し近づいて、明瞭に発言いただき

ますようお願いします。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着座のまま、簡潔にお願いいたしま

す。 

 

○津川企画課長 企画課でございます。 

 説明資料の24ページをお願いいたします。 

 １の知事会等活動費は、全国知事会、九州

地方知事会、九州地域戦略会議を通じて広域

的な諸問題について協議、推進を図るととも

に、国への施策提言や他県と連携した取組を

行うものでございます。 

 ２のふるさとくまもと創造人材奨学金返還

等サポート事業は、若者の県内就職と定着、

県内企業等の将来の中核を担う人材確保のた

め、県内企業等と県が２分の１ずつ負担し、

県内企業等に就職する若者の奨学金返還やＵ

ターン等を支援するものでございます。 

 引き続き、より多くの若者と参加企業がつ

ながるよう、県内外への制度のＰＲに努めて

まいります。 

 ３の奨学金返還支援基金積立金は、今御説

明いたしました２のサポート事業に要する費

用として新たに設置した奨学金返還支援基金

に、県及び企業の負担分を積み立てるもので

す。 

 ４のＳＤＧｓ推進事業は、ＳＤＧｓを原動

力とした地方創生を実現するため、意欲的な

民間企業や地域団体等と連携して県民への普

及啓発を図るとともに、昨年度創設しました

ＳＤＧｓに積極的に取り組む企業等を見える

化する登録制度への企業等の登録を推進する

ものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○馬場統計調査課長 統計調査課でございま

す。 

 説明資料の25ページをお願いいたします。 

 統計調査課では、国から委託を受けて実施

します委託統計調査と県単独の調査などを実

施しております。 

 まず、１の委託統計調査の実施でございま

すが、(1)５年ごとに実施します周期調査で

は、①令和３年経済センサス活動調査につき

ましては、全産業分野における事業所や企業

の活動から成る経済の構造を明らかにするこ

とを目的としまして、６月１日現在で実施を

いたします。次に、②の令和３年社会生活基

本調査につきましては、国民の生活時間の配

分及び自由時間における主な活動について調

査し、国民の社会生活の実態を明らかにする

ための基礎資料を得ることを目的として、10

月20日現在で実施をいたします。 

 また、(2)の経常調査につきましては、労

働力調査など、記載の６調査を本年度も実施

をいたします。 

 次に、２の県単独調査等の実施でございま

すが、県民経済計算等の作成及び統計資料の

刊行、ホームページ等での情報提供に加えま

して、本年度は、令和２年熊本県産業連関表

の作成に必要な商品流通調査を実施いたしま

す。 

 統計調査課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○小川地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 説明資料の26ページをお願いいたします。 

 １の移住定住促進事業につきましては、デ

ジタル技術を活用した効果的な情報発信や地

域の実情に応じた市町村の取組支援等によ

り、本県への移住、定住を促進するものでご

ざいます。 

 続きまして、２の地域づくりチャレンジ推

進事業につきましては、まず(1)番の地域づ

くりチャレンジ推進事業補助は、市町村や地

域団体等による新しい生活様式に対応した地

域づくりの取組等に対し、総合的な支援を行
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うものです。 

(2)の地域づくりチャレンジ推進支援事業

は、県による新たな地域資源の掘り起こしな

どを行うものです。 

続きまして、(3)の地域課題解決プロデュ

ーサー人材活用事業は、地域課題解決に取り

組む団体の人材育成など、総合的な活動支援

を行うものです。 

 続きまして、(4)番の地域づくりチャレン

ジ推進事業補助(豪雨枠)につきましては、本

年度新たに取り組む事業になりまして、市町

村や地域団体等による昨年の７月豪雨からの

復興に向けた地域づくりの取組等に対し、総

合的な支援を行うものになります。 

 続きまして、３番の「環境首都」水俣・芦

北地域創造事業は、市、町が行う環境負荷を

少なくしつつ、経済発展する新しい形の地域

づくりの取組への支援等でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ４番の持続可能な草原維持システム構築推

進、そして阿蘇草原再生事業につきまして、

(1)番の持続可能な草原維持システム構築推

進事業は、阿蘇の草原を将来世代へ継承する

ため、民間企業との連携による野焼きの担い

手や資金の確保、ＩＣＴ活用による作業の省

力化などの取組への支援等を行うものになり

ます。 

 続いて、(2)番の阿蘇草原再生事業につき

ましては、野焼きの後継者育成や放棄地の野

焼き再開など、草原再生に向けた取組を支援

するものになります。 

 続いて、５番の御所浦・湯島地域活性化推

進事業につきまして、まず(1)番の御所浦地

域活性化推進事業につきましては、宿泊型マ

ラソン大会等の観光の目玉づくりや空き家を

活用した移住促進等の取組を支援するものに

なります。 

(2)の湯島活性化推進事業は、峯公園を活

用した交流拡大の取組や商店等の生活基盤整

備等を支援するものでございます。 

 最後の６番の立野・黒川地区地域再生等支

援事業は、熊本地震で被害を受けた南阿蘇村

立野地区、そして黒川地区の創造的復興に向

けた取組支援等でございます。 

 以上になります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○沖文化企画・世界遺産推進課長 文化企

画・世界遺産推進課でございます。 

 資料の28ページをお願いいたします。主な

ものを説明いたします。 

 １の(3)くまもと国際音楽祭支援事業は、

民間主導のくまもと復興国際音楽祭を支援す

るもので、八千代座及び県立劇場でコンサー

トを行う予定です。 

(4)の脱トリプルパンチ心の復興支援事業

は、県立劇場との共催により、県民の心の復

興につながる舞台公演などを県立劇場や県南

地域で行うものです。 

(5)の伝統文化等継承対策事業は、地域の

伝統芸能について、後継者等の実態調査によ

り課題を抽出し、対応策を検討するもので

す。 

(6)の文化事業新型コロナウイルス対策助

成事業は、県内文化団体の文化芸術活動につ

いて、感染症対策などに対し助成するもので

す。 

 次のページをお願いします。 

 ２の(1)県立劇場管理運営事業は、指定管

理者の公益財団法人熊本県立劇場に委託し、

県立劇場の管理運営や文化事業を行うもので

す。 

(2)の県立劇場施設整備費は、保全計画に

基づき、令和５年度に行う改修工事の設計に

取りかかるとともに、防火シャッターの避難

時停止装置を設置するものです。 

 ３の世界文化遺産登録推進事業は、先月30

日、新たに資産を追加することとされた世界

遺産暫定一覧表につきまして、阿蘇の追加記

載に向けた取組や、万田坑、三角西港及び﨑
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津集落の適切な保全と活用の推進を行うもの

です。 

 ４の博物館ネットワーク推進事業は、資料

データベースの運営、学校移動展示パッケー

ジの運用等を行うものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○清田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 説明資料の30ページをお願いいたします。 

 １の地域交通企画調整事業につきまして

は、地域の公共交通ネットワークを維持、確

保し、県民の日常生活を支えるため、鉄道、

路線バス等、地域の実情、特性に応じた取組

について、国及び沿線市町村と連携して支援

を行うものでございます。 

 主な取組といたしまして、路線バスの運行

や鉄道軌道輸送に対する支援などに取り組ん

でまいります。 

 ２の肥薩おれんじ鉄道関連事業につきまし

ては、肥薩おれんじ鉄道を安全かつ安定的に

運行させるため、施設の整備、維持に係る費

用につきまして、沿線市町や鹿児島県と連携

して支援等を行うものでございます。 

 ３の鉄道災害復旧支援事業につきまして

は、南阿蘇鉄道の災害復旧に係る費用の支援

を行うものでございます。 

 次の31ページをお願いいたします。 

 ４の阿蘇くまもと空港関連事業につきまし

ては、阿蘇くまもと空港の創造的復興に向

け、コンセッション方式の導入によります国

内線・国際線ターミナルビルの一体的整備及

び耐震化、空港アクセス鉄道整備に向けた検

討、国内線、国際線の運航再開や新規路線の

誘致活動等を行うものでございます。 

 主な取組といたしましては、空港アクセス

鉄道整備に係る検討委員会開催などに取り組

んでまいります。 

 ５の地域航空推進事業につきましては、天

草エアラインの安全かつ安定的な運航が維持

されるよう、機材整備に係る費用を地元市町

と連携して支援するとともに、天草空港利用

促進協議会を中心に利用促進に取り組むもの

でございます。 

 交通政策課は以上です。よろしくお願いい

たします。 

 

○臼井情報政策課長 情報政策課でございま

す。 

 資料の32ページをお願いします。 

 １の総合行政ネットワーク管理運営事業

は、県庁と各広域本部、地域振興局等を高速

通信回線で接続した総合行政ネットワークの

監視、保守、運用管理を行うものでございま

す。 

 なお、一部、７月豪雨分として、総合行政

ネットワーク回線における各地域振興局と中

継局間の二重化を行う予定です。 

 ２の庁内情報基盤管理運営事業は、職員用

パソコンの調達や職員が利用するメールシス

テム等の運用を行うとともに、県と市町村共

同でインターネット接続に係るセキュリティ

ー監視を行う自治体情報セキュリティークラ

ウドの運用を行うものでございます。 

 ３のＩＣＴを活用した働き方改革等推進事

業は、ＩＣＴを活用した働き方改革や業務プ

ロセス改革を推進し、業務の効率化や行政サ

ービスの向上につなげるとともに、働きやす

い職場環境づくりに取り組んでいるもので

す。 

 主な取組といたしましては、ペーパーレス

会議に必要なタブレット端末の導入やコロナ

禍で需要が増加している職員のテレワーク環

境の整備やオンライン会議システムの運用な

どのほか、庁内ＬＡＮの無線化を導入予定で

ございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ４の行政デジタル化推進事業は新規事業で

ございます。市町村及び県庁のデジタル化に

向けた調査研究、実証事業を行うものでござ
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います。 

 ５のデジタルトランスフォーメーションの

推進は、デジタルトランスフォーメーション

を熊本の将来の発展につなげるため、ＤＸく

まもと創生会議を開催し、産学行政が連携し

デジタルトランスフォーメーションの推進を

図るものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○福原政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 資料の34ページをお願いいたします。 

 １の令和２年７月豪雨災害からの復旧・復

興の推進は、復旧・復興プランの推進と進捗

管理、新たな流水型ダムを含む緑の流域治水

の推進、被災地域のまちづくりと集落再生支

援など、引き続き災害からの復旧、復興に向

けた取組を推進するものです。 

 ２の球磨川流域復興基金交付金は、球磨川

流域復興基金等を活用しまして、被災者の生

活支援、地域コミュニティー施設等の復旧

等、市町村の取組を支援するものです。 

 ３の五木村の振興につきましては、復旧・

復興プランと一体的に推進を進めるため、今

年度から球磨川流域復興局に業務が移管され

ました。 

 五木村振興推進条例に基づきまして、引き

続き、ソフト、ハード両面から村が実施され

る取組を支援するとともに、新たな流水型ダ

ムを前提としました村の活性化に向けた新た

な計画づくりやダム事業の長期化への対応な

ど、これまで以上に五木村の振興を進めてい

くものです。 

 球磨川流域復興局は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○永江会計課長 会計課でございます。 

 資料の35ページをお願いします。 

 まず、１の会計事務の適正な執行の確保で

ございますが、会計書類の確認、審査や会計

事務の研修、検査等を行い、関係法令にのっ

とった会計事務の適正な執行に努めていると

ころでございます。 

 ２の総合財務会計システムの管理につきま

しては、財務会計事務の効率化を図るため、

本システムの安定的な運用及び維持管理を行

うものでございます。 

 ３の県公金の確実な保管及び運用につきま

しては、県が管理する歳計現金等の公金を、

関係法令の規定に基づき、金融機関への預金

や国債等の債券など、確実かつ有利な方法に

より保管及び運用を行うものです。 

 最後に、４の新総合財務会計システムの構

築につきましては、行政手続におけるペーパ

ーレス、キャッシュレス等を推進するため、

それらに対応した新システムの構築に向けた

基本構想を策定するものでございます。 

 会計課は以上でございます。 

 

○枝國管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 36ページをお願いいたします。 

 １の物品の適正な出納及び管理につきまし

ては、物品取扱事務の適正な執行を確保する

ため、職員研修や会計事務検査等により物品

の適正な出納及び管理を引き続き行うもので

ございます。 

 ２の物品の集中調達の推進につきまして

は、事務の効率化を図るため、本庁は全ての

物品、出先は一定額以上の物品について、管

理調達課で一括して調達を行うものでござい

ます。 

 ３の入札契約事務の適正化につきまして

は、各所属を支援するため、競争入札参加資

格の審査、また、本庁における電子入札シス

テムによる入札、開札業務を一元的に行って

まいります。 

 続いて、新規事業でございます。 

 ４の公契約条例制定検討事業でございます

が、公契約とは、県が発注する建設工事や物
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品購入、業務委託などの購入に係る契約でご

ざいます。 

 働き方改革や環境配慮など持続可能な社会

を見据え、契約の相手方となる事業者の適正

な労働環境整備による働き方改革の推進や公

共サービスの質の確保など、時代の要請に沿

った公契約の在り方を踏まえた公契約条例の

制定に向け、有識者、関係団体による検討を

進めてまいります。 

 管理調達課からは以上でございます。 

 

○工藤公務員課長 人事委員会事務局でござ

います。 

 37ページをお願いいたします。 

 まず、１の採用試験事務ですが、今年度に

実施します県職員の採用試験のうち、大学卒

業程度、免許資格職等について記載しており

ます。 

 38ページをお願いいたします。 

 こちらに、高等学校卒業程度、そして警察

官、最後に障がい者対象職員採用選考につい

て記載しております。表に記載のとおり、そ

れぞれの日程、内容で実施いたします。 

 次に、２の「県庁のしごと」魅力発信事業

ですが、人材獲得競争がより厳しくなってい

る中で、県職員を志望する人材を増やすこと

を目的として、県庁で働く魅力を積極的に発

信するものでございます。対面式やウェブ形

式による説明会の開催、ホームページや各種

ＳＮＳを活用した情報発信など、多様な広報

活動を展開いたします。 

 39ページをお願いいたします。 

 ３の公平審査事務につきましては、職員の

勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関

する審査請求、その他苦情相談などの事務で

ございます。 

 なお、県内市町村等の公平審査事務につい

ても受託しております。 

 最後に、４の給与制度等調査研究事務につ

きましては、議会と知事に対しまして、職員

の給与等について報告、勧告を行うため、民

間給与実態調査を実施するとともに、勤務時

間、その他の勤務条件について調査研究を行

うものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○伊津野監査監 監査委員事務局でございま

す。 

 40ページをお願いいたします。 

 １の定期監査等の実施ですが、地方自治法

に基づき、県の財務に関する事務の執行、経

営に関する事務の管理、行政事務の執行等に

つきまして、県の全機関を監査いたします。

また、県が補助金等の財政的援助を行ってい

る団体等につきまして、監査を実施いたしま

す。 

 ２の決算審査等の実施ですが、決算審査や

基金運用審査、財政の健全化判断比率等の審

査を行います。 

 説明は以上でございます。 

 

○横尾議会事務局次長 議会事務局でござい

ます。 

 41ページをお願いいたします。 

 議会費でございますが、本会議、委員会等

の各種事務を行うとともに、議員の調査研

究、その他の活動に資するため、政務活動費

の交付等の事務を行うことで円滑な議会運営

に努めてまいります。 

 説明は以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、各部局を一括して質疑を受

けたいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 
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 それでは、質疑はございませんか。 

 

○岩下栄一委員 文化遺産ですけれども、い

よいよ阿蘇の文化遺産も大詰めを迎えたかな

という感じがしますけれども、阿蘇の草原と

かお祭りとか、ああいうものもやっぱり文化

的な価値が非常に高いので、今後どういう展

開で世界遺産を勝ち取るまで行くのか、そし

てまた、我々がもし応援する場面があれば、

どういう応援ができるのか。 

 

○沖文化企画・世界遺産推進課長 今先生お

っしゃいましたように、先月に文化審議会か

ら答申が出まして、暫定一覧表を見直すと、

追加するという答申がありました。阿蘇の場

合、その次のところにおりますので、これは

絶好のチャンスであると考えております。 

 今申されましたように、草原、それから阿

蘇の農耕祭事、それから中通古墳群でありま

すとか豊後街道でありますとか、こういった

阿蘇の資産価値を今学術検討委員会で磨き上

げをしております。あとは、重要文化的景観

の指定とか保護措置を今後確立させていく必

要がございます。こういう取組を進めなが

ら、新たに国に提案書を提出し、まずは暫定

一覧表への記載に向けて全力で頑張っていき

たいと思っております。 

 早速、文部科学大臣とかあるいは文化庁長

官へ働きかけを行いたいと思っております。

県議会の皆様方においても、機会のあられる

ごとに、いろんな国の国会議員とかあるいは

そういった関係機関への働きかけという意味

で、ぜひ御協力をいただければと思っており

ます。 

 以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○ 田大造委員 31ページの空港アクセス鉄

道ですが、これについていろんな意見がある

んですけれども、私はもうどんどん推進する

べきという立場なんですが、県南の豪雨災害

などで一旦仕切り直しみたいな形になってい

ると認識しています。 

 私が今住んでいるのは水前寺でして、毎日

のように豊肥線を見るんですよ。やっぱり朝

夕のラッシュのときは、これがアクセス鉄道

が実際にできたら、ちょっとその時間とお客

さんがかぶったらどうなっちゃうんだろうと

いうふうな漠然とした、何というか、うまく

いかないだろうなと思います。 

 というのは、今ラッシュ時は、御承知のと

おり４両編成で運行していますけれども、も

う本当ぱんぱんな過密スケジュールだと思い

ます。電車の遮断機が下りて、開いたかと思

ったらまた閉じるというのが頻繁に繰り返さ

れていて、ちょっとした渋滞がいつも起きて

います。そういうときに、海外からのお客さ

んって、すごいキャリーバッグの大きいのに

詰めるわけですので、どういうふうに対処し

ていくのかなと。 

 私たちは、アクセス鉄道、もっと柔軟に路

線の変更とかも含めて、もっとすごいのを造

るべきだと思っているんですが、そういった

意味で、積極的な柔軟な計画があってもいい

んじゃないかと思っています。そういう今の

認識をもし教えていただけたら。 

 

○清田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 今委員御指摘のとおり、現状でも豊肥線の

ほうは運行にかなり過密感があるということ

は伺っております。さらに、今後、今コロナ

でかなり利用者は減っておりますけれども、

空港の会社としては、2051年に622万人の利

用を見込むという見通しは変更していないと

いうことで、今後、航空路線が元に戻る、さ

らに拡充するということになれば、それをど

うやって対処していくかというのは非常に大
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きな課題になってくるかと思います。 

 今まさに検討委員会ということで、関係機

関の方ですとかあるいはＪＲの方ですとか、

バスの方々に入っていただいて、有識者の方

で議論していただいておりますので、どうい

う形で運行していくのかあるいはどういう形

で整備をしていくのかということを、いろい

ろ意見を伺いながら、御指摘の点を踏まえな

がら対応していきたいと思います。 

 

○ 田大造委員 しっかりお願いします。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○髙野洋介委員 １点要望をお願いします。 

 球磨川復興局にちょっとお尋ねなのか要望

なのか分かりませんが、皆さん方がこうやっ

て、34ページに書いてあるように、取組を推

進するということは大変ありがたいと思って

います。 

 今地元で問題となっているのが、あの骨材

が問題になっていると思います。骨材が非常

に問題になっていますので、ここをしっかり

と約束をし、きちんと確保できないと、こう

いう取組も、市町村も進められませんし、当

然止まってしまいます。 

 ですから、もう答弁は要りませんけれど

も、要望としては、しっかり土木部と連携を

図って、どういうふうな解決をしていくのが

肝要なのかということをしっかりと球磨川復

興局としても確認してもらって――話を聞く

ところによりますと、来月、団体と皆さん方

も含めて、意見交換があるということでござ

いますので、その課題解決をしっかり図って

もらうように要望しておきます。 

 以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○ 田大造委員 32ページのＩＣＴを活用し

た働き方改革などに関してなんですが、３月

の一般質問でも、ヒアリングなどでも質問し

たんですが、県庁職員のデジタルスキルとい

うか、ＩＴ関係のスキルの向上というのは本

当期待しているんですが、職員さんによる

と、スキルに関してはおのおのに任せている

ような状態が続いていると、研修を受けたい

人は受けてくださいというふうな感じで。こ

のＩＣＴの分野というのは日進月歩で、個人

の能力にお任せしていたら、なかなか、得意

な人はどんどん得意になっていって、苦手な

人はちょっと取り残されちゃうという状況が

僕はあるんじゃないかなというふうに感じて

います。 

 ですので、ある一定の基準を必ずクリアす

るような、何ていうか、うまい仕組み、これ

は非常に難しいと思うんですが、ぜひ、全て

全国でトップレベルのＩＣＴに関する理解が

進んでいるという状態を期待しますので、そ

の辺どうなっているか教えてください。 

 

○臼井情報政策課長 今委員御指摘のとお

り、研修等については、一方的に提供してい

るだけで、ある一定の条件をクリアすると

か、強制的に勉強させるような環境というの

は、現在構築されていないと認識しておりま

す。 

 行政のみならず、熊本県全体でのＩＴ人材

をどう確保していくか、人材とまでいかなく

ても、ＩＴリテラシーというものをどうつけ

ていくかということは非常に大きな課題と認

識しておりますので、委員の御指摘を重く受

け止めまして、今年度検討してまいりたいと

思います。 

 

○ 田大造委員 ぜひ積極的にやっていただ

きたいと思っています。 
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 というのは、長い県庁生活でどこの部署に

配属されるかというのは分からないわけです

けれども、誘致企業とかいろんな分野に配属

されて、やっぱりこういう分野である程度明

るくないと話もできないと、そうなっては困

りますので、ぜひ最重要課題として取り組ん

でください。お願いします。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○岩下栄一委員 私、個人的なことを言う

と、阿蘇の出身者だものだから、今回の新阿

蘇大橋あるいは二重峠あるいは57号線あるい

は豊肥線と、どんどん開通して大変うれし

く、新阿蘇大橋のときは涙が出ましたよ。 

 そこで、あとできてないのが滝室坂、それ

から南阿蘇鉄道、この２つですね。これがで

きれば、もう阿蘇は完璧ですよ。この南阿蘇

鉄道と滝室坂の見通しというか、あと何年ぐ

らいかかるのか、交通政策課にお尋ねいたし

ます。 

 

○清田交通政策課長 交通政策課です。 

 申し訳ありません。道路整備に関しては、

ちょっと私のほうでも手元に資料がない状態

でして、お答えは難しい状態なんですけれど

も、南阿蘇鉄道に関しましては、今鋭意工事

を進めておりまして、大体来年度中におおむ

ねの工事を終えて、令和５年度夏頃に全面的

な再開を予定しているということで準備を進

めている状況です。 

 できるだけそういう準備が順調に進むよう

に、県としても一生懸命取り組みたいと考え

ております。 

 

○岩下栄一委員 ありがとうございます。 

 阿蘇は世界の阿蘇とも言われるし、最大の

観光地だから、ぜひそうした残った部分を早

急に達成していただきたいというふうに思い

ます。大分違いますからね。 

  

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 次にその他に入ります。 

 その他で委員から何かありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第２回総務常

任委員会を閉会いたします。 

 お疲れでございました。 

  午前11時51分閉会 
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